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別記様式第 4号 

会 議 等 結 果 報 告 書 

文書番号 419 
会議区分 会 議 ・ 打合せ ・ 協 議 

決裁期日 平成 25 年 5 月 31 日 

名 称 課長会議（5月定例）会議録 

日 時 平成 25 年 5 月 31 日 午前 9時 00 分～午前 10 時 40 分 

場 所 上富良野町役場 3階第 3会議室 

出席者 

町長 

課長職 10 人（代理出席 1名含む） 

事務局 1人、説明員 1人             合計 13 人 

内 容 

◎ 町長あいさつ 

 ・春先の天候不順もようやく暖かくなり、農作業の水田は遅れを取り戻しているが、畑作物の

定植期が大きく遅れたため、出来秋の収量減が心配される。 

 ・今年度もすでに2か月経過した。残りの期間、町政執行に万全を期されたい。 

・6月定例議会に給料削減の議案提出できるよう、現在協議中である。削減は避けられないと意

を固めている。 

 

［進行：総務課長］ 

１ ６月定例町議会の提出議案について【総務課】 

総務課長：・別添資料により説明。議案第 20 号については、調整交付金の関係で、6月議会で上

程できるかは流動的。議案第 8号については、職員組合には 5月 16 日に協議申し入れ

を行い、削減についての協議を行っている。給料削減にあたり、採用困難職である看

護職は除く考えである。最終の協議は 6月 5日の予定。 

保健福祉課長：・地方交付税の影響額の一部について、職員の給与削減により対応するとのこと

だが、影響額の残りの部分の対応として、特別職や議会議員の給与削減をどのように

考えているのか。また、管内の状況はどうか。 

総務課長：・特別職についても削減する予定であるが、議会議員については議会で決定すること

である。管内の状況については、まだ削減を実施するという町村は出ていない。 

総務課長：・付議事件等について漏れがないか、再確認をお願いする。 

 

２ 一般会計補正予算（第4号）の概要について【総務課】 

企画財政班主幹：・別添資料により説明。 

総務課長：・防災用自家発電設備整備事業は、上小・かみん・公民館・西小の 4施設で行う予定。



また、地域の元気臨時交付金について、一次配分額が 4 億 6 千万円と決まったが、実

施計画書に載せるメニューとして、事業を積極的に組み立て、再度検討して欲しい。 

企画財政班主幹：・元気臨時交付金の一次配分の 4億 6千万円は限度額。平成 25 年度に完了でき

なければ、平成 26 年度に繰り越すことはできるが、メニューの変更はできない。要件

緩和も想定できないため、実施計画提出時には、対象見込事業すべてを提出するよう

お願いする。 

 

３ その他 

 ≪総務課関係≫ 

（1）第５次総合計画基本計画における数値目標について 

総務課長：・別添資料により説明。 

 

（2）地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の進行管理について 

総務課長：・別紙資料により説明。6月 14 日（金）までに提出して欲しい。 

     ・6 月末、推進会議を開催する。 

 

（3）クールビズの取組みについて 

総務課長：・別添資料により説明。実施期間を 6月 1日～9月 30 日とする。 

     ・議会開催時の対応は、これまでもクールビズで対応してきているが、確認し、クー

ルビズで対応しないこととなった場合は連絡するものとする。 

 

（4）今夏の節電の取組みについて 

総務課長：・別添資料により説明。 

     ・経済産業省より節電について依頼あり。 

     ・北海道電力からは、電気料値上げのお願いをされているが、来年 3月 31 日までの契

約が済んでいるため、今年 9 月 1 日からの値上げではなく、契約更新となる来年 4 月

1日から適用される。ただし、ラベンダーハイツは、契約日が 10 月下旬のため、次の

契約更新から新料金となる。 

 

（5）第23回参議院議員通常選挙について 

総務課長：・7 月の参議院議員選挙の投票日は、7 月 21 日が有力である。職員の協力をお願いす

る。 

 

 ≪全 体≫ 

○「ＴＰＰから上川地域経済を守る総決起大会」について【総務課】 

総務課長：・総決起集会が 6 月 22 日（土）に予定されている。人数の割当ては、上富良野町は

136 名である。農業関係者の参集状況により、残りを賛同団体に振り分ける予定であ

るが、場合によっては管理職にお願いすることもあるので、協力願う。 

 

○その他情報提供・依頼事項について 

総務課長：・車両の運行日誌について、短時間、短距離でも必ず記載するようにしてほしい。 

     ・夜間と祝祭日の公用車使用の際、警備室で鍵を預かり車両事務室を開閉しているが



警備室に台帳を備え付けることとしたので、必ず記入願いたい。(日時・班名・氏名・

用務先・車番) 

     ・新規採用職員の第 3 回研修を 6 月 4 日に行う。公共施設の見学の際には、案内等の

協力をお願いする。 

町民生活課長：・滞納プロジェクト(訪問徴収)では、皆さんに協力いただき、お礼申し上げる。

成果もあり、42 名中、11 名が完納した。 

保健福祉課長：・地域福祉計画の見直しを行うが、検証や策定にあたり、皆さんに意見を聴きに

伺うこともあると思うので、協力をお願いする。 

 

 

◎ 来月の行事予定について 

 

◎閉 会 

 

 

 

［会議終了：10 時 40 分］ 


